
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

   

 

 

 

  計画の概要

 障がい者を取り巻く環境の動向と課題 

 

障がい者に係る施策の経緯 

○「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」の施行（H30.6） 

○「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」の施行（R1.6） 

○就学前の障がい児の発達支援の無償化（R1.10） 

○「東京 2020 ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ」の開催（R3.8～9） 

○「医療的ｹｱ児支援法」の施行（R3.9） 

○「障害者情報ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ施策推進法」の施行（R4.5） 

○「第 22回全国障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会」の開催（R4.10） 

○「第５次障害者基本計画」の策定（R5.3） 

○基本指針の改正（R5.5） 

○障害者雇用率の改正（R6.4予定） 

○「障害者差別解消法」の改正（R6.4施行予定） 

 

本市の障がい者手帳所持者（H30⇒R4年度末） 

 

ｱﾝｹｰﾄ調査結果の概要 

○就労支援で必要なことは，「職場の障がい者への理解」が約５割 
○相談する場合に，「相談先がわからない」，「身近なところで相談 
できない」が約４割 

○障がい福祉ｻｰﾋﾞｽについての要望は，「利用条件の緩和」や「費 
用負担の軽減」，「手続きの分かりやすさ」が約３割 

○障がいの重度化に備え必要なことは，「重度障がい者を受け入れ 
る住まいの場の確保」が約７割 

○成年後見制度を知らない人が約４割 
○災害への備えについて，対策をしていない人が約５割 

 

関係団体意見交換会結果 

○一般就労に向けて，企業と障がい者の相互理解が必要 
○社会参加等ができるよう，外出支援ｻｰﾋﾞｽの充実が必要 
○介護者の急病等の緊急時に対応できる相談体制の更なる充実が 
必要 

○切れ目のない支援が必要 
○医療的ｹｱ児の受け入れ体制の充実が必要 
○障がいの早期発見・早期療育が必要 
○民間事業者への障がいへの理解促進が必要 
○幼少期から障がいへの理解を深めることが必要 
○障がい特性に応じた情報提供の推進が必要 

 

 

 

第５次プランの評価 

基本目標１ 自分らしく生き生きと自立して暮らせる社会の実現 

【成果指標：就労・製作活動・自立訓練などの日中活動をしている障がい者の割合】 

 計画策定時：65.4％（目標値：70.0％） ⇒ 現状値：65.6％（達成率：93.7％） 

 ➢ 成果指標：ほぼ横ばい 施策指標：概ね順調 

○障がい者の経済的自立に向け，障がい者の雇用に繋がる機会の創出や障がい者と 

雇用する側の相互理解の促進，工賃向上のための支援が必要 

○外出・移動支援ｻｰﾋﾞｽの更なる充実が必要 

  

基本目標２ 乳幼児期から生涯にわたり地域で安心して暮らせる社会の実現 

【成果指標：将来の生活に不安を感じている障がい者の割合】 

 計画策定時：51.3％（目標値：40.0％） ⇒ 現状値：40.1％（達成率：99.8％） 

 ➢ 成果指標：概ね順調  施策指標：一部やや遅れ 

  ○障がい児が一人ひとりの状況に適したｻｰﾋﾞｽ利用ができるよう，引き続き， 

   保護者の計画相談支援の利用促進に取り組むことが必要 

  ○ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑの設置促進が進む一方，重度障がい者を受け入れることができるｸﾞﾙｰ

ﾌﾟﾎｰﾑなどの住まいの場の充実に取り組むことが必要 

 

基本目標３ 互いに尊重し支え合う暮らしやすい社会の実現 

【成果指標：日常生活において社会的障壁を感じている障がい者の割合】 

 計画策定時：66.6％（目標値：50.0％） ⇒ 現状値：62.9％（達成率 79.4％） 

 ➢ 成果指標：概ね順調  施策指標：概ね順調 

○日常生活において，障がい者が社会的障壁を感じることがないよう，障がいへの 

理解促進に取り組むことが必要 

○成年後見制度の周知など権利擁護の充実に取り組むことが必要 

 

 

  

課題の総括 

「（仮称）第６次宇都宮市障がい者福祉プラン」の策定について 

 

１ 

 

計画策定の趣旨 

障がい者が本市で安心して生涯にわたり自分らしく生き生きと自立して充実した 
生活を送ることができるよう，新たに「第６次宇都宮市障がい者福祉プラン」を策
定し，障がいのある人が住み慣れた地域で，ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞに応じた切れ目のない一貫し
た支援を受けられる体制づくりに取り組む。 

 

  

本市の障がい福祉施策の基本的な方向を示し，事業の計画的な
推進を図るための計画であり，「障害者基本法」第 11 条第 3 項に
基づく市町村障害者計画 
 

計画の位置づけ 計画期間 

2024（令和 6）年度～2029（令和 11）年度（6 年間） 

１ 障がい者の社会的自立の促進 

○企業と障がい者が就労に係る相互理解を図る取組の充実が必要 

○経済的自立に向け，一層，工賃向上のための支援の充実が必要 

○豊かな生活が送れるよう文化芸術・ｽﾎﾟｰﾂ活動など社会参加の促

進が必要 

○余暇活動や社会参加ができるよう更なる外出支援の充実が必要 

 ２ 障がい者の地域生活支援の充実 

○緊急時等に対応できる相談体制の更なる充実が必要 

○ｻｰﾋﾞｽの利用実績を踏まえた提供体制の充実が必要 

○親なき後を見据えた支援や，障がいの重度化・高齢化に対応した

住まいの場の確保が必要 

○障がいの早期発見・早期療育が必要 

○切れ目ない支援の充実が必要 

○医療的ｹｱ児の受け入れ体制の充実が必要 

３ 障がい者の理解と配慮の促進 

○障がいの有無に関わらず，同一内容の情報を同一時点で得られる

よう，ﾃﾞｼﾞﾀﾙ活用等により情報ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨの向上を図ることが必要 

○民間事業者における合理的配慮の提供の促進が必要 

○社会的障壁を感じることがないよう幼少期からの障がいへの理解

促進が必要 

○人権が守られるよう権利擁護の取組・体制の充実が必要 

○災害時において，適切な避難や安心した避難生活が送れるよう災

害対策の充実が必要 

 

  

次期プラン策定の視点 

１ 国の動向や社会環境の変化への対応 

  法施行に適切に対応するほか，全国障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会のﾚｶﾞｼｰ継承

や LRT開業等による公共交通機関の変化，さらには DXの推進など，

本市における社会環境の変化を捉える。 

２ 親なき後や地域移行に向けた支援の充実 

 親なき後への備えや地域移行に向け，これまで取り組んできた地域 

生活支援体制の機能の充実に加え，重度障がい者の受け入れが可能な 

住まいの場の確保など，更なる地域生活支援の充実を図る。 

 

 
３ 障がい児の地域社会への参加・包容（ｲﾝｸﾙｰｼﾞｮﾝ）の推進 

乳幼児期の早い段階から，誰一人取り残さず，健やかな成長を後押 
しするため，障がい児のﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞに応じた，地域の保健，医療，福祉，
保育，教育等の関係機関が連携を図り，切れ目のない一貫した支援の 
充実を図る。 

 

   

 

 

○身体障がい者手帳：15,157人 ⇒ 14,968人（△  189人）   

○療育手帳：     4,223人 ⇒  4,774人（＋  551人） 

○精神保健福祉手帳： 3,946人 ⇒   5,321人（＋1,375人） 

資料３－１ 



 
 

○ 現行プランの体系 

第１章 計画の概要 
  

第２章 障がい者を取り巻く環境の動向と課題  
  

第３章 計画の基本理念と基本目標 

１ 基本理念 

   障がいのある人が 住み慣れた地域で いつまでも自分らしく 生き生きと 

安心して暮らせる 共生社会の実現 

２ 基本目標１ 自分らしく生き生きと自立して暮らせる社会の実現 

  基本目標２ 乳幼児期から生涯にわたり地域で安心して暮らせる社会の実現 

  基本目標３ 互いに尊重し支え合う暮らしやすい社会の実現 
  

第４章 施策・事業の展開 

  基本目標１ 自分らしく生き生きと自立して暮らせる社会の実現 

  ≪基本施策・施策≫ 

１ 就労支援の充実 

・ 一般就労への支援の充実 

・ 福祉的就労への支援の充実 

   ２ 社会参加活動の充実 

・社会参加活動・交流事業の充実・促進 

・文化・芸術・スポーツ活動の充実 

   ３ 外出・移動支援の充実 

・ 障がい特性に応じた外出支援の充実 

・ 障がい者が移動しやすい環境整備の推進 

 

  基本目標２ 乳幼児期から生涯にわたり地域で安心して暮らせる社会の実現 

   １ 発達支援の充実 

・ 療育の推進 

・ 一人ひとりのニーズに応じた教育・保育環境の充実 

   ２ 相談支援の充実 

・ 包括的・専門的な相談支援の充実 

   ３ 住まいの場の充実 

・ 地域における多様な住まいの場の充実 

   ４ 保健・医療の充実 

   ５ 障がい福祉サービス等の充実 

・ 日常生活を支えるサービス利用の促進 

 

  基本目標３ 互いに尊重し支え合う暮らしやすい社会の実現 

   １ 障がいへの理解促進・差別解消の推進 

・ 市民や企業等の障がいへの理解促進 

・ 福祉教育の推進 

   ２ 権利擁護の充実 

   ３ バリアフリーの推進 

・情報バリアフリーの推進 

・公共施設等のバリアフリーの推進 

    

４ 災害時支援・地域の多様なネットワーク機能の充実 
  

第５章 計画の推進体制 
 

 
○ 次期プランの骨子 

第１章 計画の概要 
  

第２章 障がい者を取り巻く環境の動向と課題 
  

第３章 計画の基本理念と基本目標 

１ 基本理念 

障がいのある人が 住み慣れた地域で いつまでも自分らしく 生き生きと 

安心して暮らせる 地域共生社会の実現 

２ 基本目標１ 自分らしく生き生きと自立して暮らせる社会の実現 

  基本目標２ 乳幼児期から生涯にわたり地域で安心して暮らせる社会の実現 

  基本目標３ 互いに尊重し支え合う暮らしやすい社会の実現 
  

第４章 施策・事業の展開 

 基本目標１ 自分らしく生き生きと自立して暮らせる社会の実現 

≪基本施策・施策≫ 

   １ 就労支援の充実 

・ 一般就労への支援の充実 

・ 福祉的就労への支援の充実 

   ２ 文化芸術・スポーツ活動等の推進 

・ 文化芸術・スポーツ活動の充実 

・ 社会参加活動・交流事業の充実・促進 

   ３ 外出・移動支援の充実 

・ 障がい特性に応じた外出支援の充実 

・ 障がい者が移動しやすい環境整備の推進 

  

基本目標２ 乳幼児期から生涯にわたり地域で安心して暮らせる社会の実現 

   １ 発達支援の充実 

・ 療育の推進 

・ 一人ひとりのニーズに応じた教育・保育環境の充実 

   ２ 相談支援の充実 

・ 包括的・専門的な相談支援の充実 

   ３ 住まいの場の充実 

・ 地域における多様な住まいの場の充実 

   ４ 保健・医療の充実 

   ５ 障がい福祉サービス等の充実 

・ 日常生活を支えるサービス利用の促進 

 

 基本目標３ 互いに尊重し支え合う暮らしやすい社会の実現 

   １ 障がいへの理解促進・差別解消の推進 

・ 市民や企業等の障がいへの理解促進 

・ 福祉教育の推進 

   ２ 権利擁護の充実 

   ３ 情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 

・ 情報アクセシビリティの向上 

・ 意思疎通支援の充実 

   ４ 施設等のバリアフリーの推進 

   ５ 災害時支援・地域の多様なネットワーク機能の充実 
  

第５章 計画の推進体制 
  

 

 ２ 

 「（仮称）第６次宇都宮市障がい者福祉プラン」の骨子（案）について 


